
観音寺市監査委員告示第７号 

  

地方自治法第１９９条第１２項の規定により、定期監査の結果報告に基づき措置を講

じた旨通知があったので、次のとおり公表する。 

 

 

   平成２７年３月２４日 

                                                  

                    観音寺市監査委員  佐 伯 文 男 

                    観音寺市監査委員  秋 山 忠 敏 

 

 

 

 １ 措置を講じた部局 

    観音寺市長 

    観音寺市教育委員会 

 ２ 監査実施期間 

    平成２６年１０月７日から同年１１月２１日まで 

平成２７年１月１２日から同年２月２０日まで 

 ３ 監査結果報告書の提出日 

    平成２６年１１月２８日 

    平成２７年２月２５日 

 ４ 措置通知年月日 

    平成２７年１月１６日付（観音寺市教育委員会） 

    平成２７年３月５日付、３月１６日付、３月１９日付（観音寺市長） 

５ 措置内容 

    別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 監査委員の意見等に対する措置内容 

 

【監査結果に関する報告書の提出日 平成２６年１１月２８日】 

対 象 部 局 政策部 秘書課 

意 見 等 措 置 内 容 

○ 休暇・出張等について、庶務管理シス

テムに移行されたが、今回の定期監査に

より、各課の事務処理が適正に行われて

いない為、秘書課より指導徹底されたい。 

○ 名札については、職員胸章着用規程に

も定められているが、着用していない職

員が見受けられるので、秘書課より指導

徹底されたい。 

〇 職員の削減が進む中、今後の行政運営

について支障をきたさないように、人材

育成を考慮しながら、適材適所の人事配

置に努められたい。 

○ 平成２６年１２月１日の部長会議に

おいて各部長を通じて周知徹底した。 

 

 

○ 平成２６年１２月１日の部長会議に

おいて各部長を通じて周知徹底した。 

 

 

〇 部外研修の参加やOJT等により人材

育成を図り、人事配置に関しては、個

人の適性を見極め適材適所に努める。 

 

対 象 部 局 市民部 市民課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 本年度より本人通知管理システムを導

入しているが、登録者の増加については、

人権課と連携して広報等周知の方法を検

討されたい。また、システム導入につい

ては、費用対効果について、十分検討を

し導入されたい。 

 

 

 

〇 住居表示事業について、長期間実施し

ているが、速やかに完了できるように、

関係機関等との調整を図られたい。 

 

 

〇 現在も人権課と連携しながら広報紙

等に掲載しています。今後においては、

人権課が行っている企業等説明会に今

以上に協力し、広く周知できるよう努め

ます。また、これから登録者が増え事務

量が増加していくことが予想されるこ

とから、システムは十分活用が期待でき

るものであり、検証もしっかり行ってま

いります。 

〇 残る住居表示未実施１７地区に新し

い案を提示し、地元説明会等を行ってい

るところです。住民のご理解が得られる

よう、十分に調整を図り、実施できるよ

う努めてまいります。 



〇 のりあいバスの広告料収入について、

積極的に PR して広告の募集に努められ

たい。 

〇 のりあいバスの運行管理の委託先につ

いては、費用対効果の面でも、今後は検

討していく必要があると思われる。 

〇 広告募集の方法を検討し、積極的な

PR に努めてまいります。 

 

〇 委託先については、引き続き費用対効

果の面で適正かどうか検証に努めてま

いります。 

 

対 象 部 局 市民部 生活環境課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 燧望苑の使用料における現金の取扱い

について、釣銭資金の交付を受けて処理

するのが適当であり、釣銭資金を活用さ

れたい。また、使用料の現金の保管につ

いては、長い期間事務所内で保管してお

り、入金の日も不定期であるので、今後

は定期的に入金し、現金の保管には十分

注意されたい。 

〇 速やかに、観音寺市釣銭資金交付要綱

第３条により交付を受け処理いたしま

す。 

  現金等の保管を厳重にするとともに、

随時入金するように努めます。 

 

対 象 部 局 市民部 伊吹支所 

意 見 等 措 置 内 容 

○ 観音寺港の券売所で保管している運賃

等の料金については、保管場所として適

切な場所とは言い難いため、検討された

い。 

○ AED の設置数について、離島であるた

め救命救急の面からも、設置数の増加を

望むものである。 

○ 現状では適切な場所が見当たりませ

んので警備保障及び金庫の買い替えを

検討する。 

 

○ 現在 AED は健康増進課により、「伊

吹診療所」に増設され、「伊吹公民館」

「ニューいぶき」船内と「伊吹小中学校」

に設置されているので「ニューいぶき」

が出航した後も３カ所には設置されて

います。 

これからも、民間を含め増設を働きか

けていきたい。 

 



対 象 部 局 健康福祉部 子育て支援課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 補助金については、適正な審査を行い、 

慎重な取扱いに努められたい。 

 

〇 保育料過年度未納について、合併以前の 

未納については、処理方法を検討されたい。 

 

○ 補助金については、補助団体から提出 

された決算書を精査のうえ、適正な執行 

に努めていく。 

○ 保育料過年度未納分については、関係 

法令に基づき、不能欠損処分を含め処理 

方法を検討していく。 

 

対 象 部 局 健康福祉部 社会福祉課 

意 見 等 措 置 内 容 

○ 社会福祉協議会への事業委託の件数が

多いが、事業については定期的に見直し

を行い、効率的な事業内容となるよう努

められたい。 

○ 障害者の方が情報の共有ができるよう

に、周知方法等について今後も検討して

いただきたい。 

〇 委託内容等について実績報告などの

内容を定期的に十分精査することによ

り、効率的な事業内容となる見直しを行

っていきたいと考えています。 

〇 全世帯に配布される広報紙を活用し

て制度等を周知していきたいと考えて

おります。また、民生委員児童委員の皆

様に制度及び障害者に対する理解を深

めていただくことにより、市等へのパイ

プ役を担っていただきたいと考えてお

ります。 

 

対 象 部 局 教育部 教育総務課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 工事請負契約について、随意契約をす

る場合には、事前調査を十分に行い、慎

重に契約を行うよう努められたい。 

 

〇 研修参加費を消耗品費で支出している

が、今後は負担金で支出するように幼稚

園等に指導されたい。 

〇 工事請負契約における随意契約の締

結については、事前の調査を十分に行う

とともに適切な契約となるよう慎重に

進めてまいりたい。 

〇 研修参加費については、適切な費目で

支出するよう幼稚園等に指導を徹底し

たい。 



 

対 象 部 局 教育部 学校教育課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 小学校共通事項 

要保護・準要保護については増加傾向

にあり、学校教育課等と連携をとり、適

正な事務に努められたい。 

〇 教育センターは、不登校児童・生徒の

解消等に向けて取り組んでいる重要な部

門であり、今後も子供たちや保護者の力

となり、職員は常に新しい知識と様々な

事例を蓄え、柔軟な思考が求められてお

り、効率的かつ効果的に業務を行ってい

ただくよう望むものである。 

 

〇 市教委と子育て支援課、学校が連携

し、適正な事務処理ができるように学校

事務担当者会等の機会に事務手続きに

ついての留意事項を周知する。 

〇 学校と教育センターが密なる連携を

取りながら、不登校児童・生徒の解消に

向けた取り組みを今後も進めていく。 

 児童・生徒の社会性と耐性を養うた

め、有意義な体験活動や学習を今後も継

続して実施する。 

 教育相談事業においては、事業の拡大

と受付方法の見直し等により待機者の

解消に努める。 

 

対 象 部 局 教育部 市民スポーツ課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 総合体育館、総合運動公園の使用料に

おける現金の取扱いについて、釣銭資金

の交付を受けて処理するのが適当であ

り、釣銭資金を活用されたい。 

〇 随時、釣銭資金の交付を受け処理して

いきます。 

 

  

 

 

【監査結果に関する報告書の提出日 平成２７年２月２５日】 

対 象 部 局 市民部 人権課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 駐車場のプリペイドカード使用簿につい

て、領収書の添付もれがあるので適正に整

備されたい。 

〇 領収書の添付もれが無いように整備

いたします。 

 

 



対 象 部 局 市民部 大野原支所 

意 見 等 措 置 内 容 

○ ごみ収集等委託事業で、年間を通して

各種祭等に係るごみ収集委託を行ってい

るが、今後は個々の委託内容が適正か精

査し、当該契約について十分検討された

い。 

○ 萩の湯について、事業報告内容を精査

し、実態を把握のうえ、施設の適切な管

理運営が行われるよう指導、監督に努め

られたい。 

○ 現金出納簿について、出納員の引き継

ぎが記載されておらず、適正に記載する

よう整備されたい。 

○ 清掃委託について、履行確認を行う時

は請負業者の報告書が、契約内容に沿っ

た適切で十分なものか、履行確認のチェ

ック体制を徹底し、引き続き適正な契約

事務の執行に努められたい。 

○ ごみ収集等委託事業において、今後

は、年間を通じて各種祭等について、

個々の委託内容を精査し、公費負担が適

正なもののみ委託契約して、実施いたし

ます。 

○ 萩の湯について、事業報告内容を精査

し、実態を把握のうえ、施設の適正な管

理運営が行われるよう指導、監督いたし

ます。 

○ 現金出納簿について、出納員の引き継

ぎを適正に記載し、整備いたします。 

 

○ 清掃委託について、履行確認を行う時

は請負業者の報告が、契約内容に沿った

適正で十分なものか、履行確認のチェッ

ク体制を徹底し、引き続き適正な契約事

務の執行に努めます。 

 

 

対 象 部 局 市民部 豊浜支所 

意 見 等 措 置 内 容 

○ 現金出納簿について、鉛筆書きは改ざ

んの疑念を生じさせることから厳に慎ま

れ、適正な記録を整備されたい。 

 

 

○ 出張情報一覧表について、命令年月日、

交通手段の記載もれがあり、適正に記載

するよう整備されたい。 

○ 監査を受ける前月までは適正な筆記

用具での記入をしていますが、修正を防

ぐために一時鉛筆書きをしていました

ので、今後は適正な筆記用具での記入を

します。 

○ 支所においては出張がほとんどなく、

庶務管理システムへの入力に不慣れで

あったので、今後は庶務管理システムマ

ニュアルに基づく入力をします。 

 



対 象 部 局 健康福祉部 健康増進課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 結核予防事業及びがん検診事業につい

て、受診率の向上が医療費抑制につなが

ることが見込まれるため、受診率を向上

させることは重要である。今後も市民へ

の制度周知と啓発活動等に加えて受診し

やすい体制を整備され、受診率の向上に

鋭意努力していただきたい。 

〇 がん検診受診率が向上する様、未受診

への受診勧奨電話、受診しやすい体制を

工夫した、複合検診や日曜検診、制度の

周知と啓発活動等に取り組んでいきた

い。 

 

 

対 象 部 局 経済部 商工観光課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 各種団体の補助金については、繰越額

が多額な場合は事情を聴取し、事業内容

等を審査し、公正かつ合理的基準に基づ

く交付に努められたい。 

 

〇 今後は、補助団体の実績報告時に報告

書及び会計報告の他、実際の事業と会計

の実務に関し細部にわたり聴取し、繰越

額の大きい団体の場合には、翌年度以降

の補助額の減額に努める。 

 

対 象 部 局 建設部 都市整備課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 萩の丘公園の現金出納簿について、出

納員、分任出納員の引き継ぎが記載され

ておらず、適正に記載するよう整備され

たい。 

〇 現金出納簿について、鉛筆書きは改ざ

んの疑念を生じさせることから厳に慎ま

れ、適正な記録を整備されたい。 

〇 住宅使用料の現金の保管場所につい

て、現在は個々に保管しているが、今後

は手提げ金庫等の一括保管を行い、鍵に

ついては、課長等が管理するように見直

しをされたい。 

〇 引き継ぎの記載を行い対応済み。 

 

 

 

〇 適正に対応している。 

 

 

〇 一括管理し適正に対応している。 

 

 

 

 



〇 住宅使用料の収入未済について、これ

までも努力されているが、収入未済額は

依然として多額となっている。負担の公

平性の観点からも、未収金の解消に努力

されたい。 

〇 観音寺市営住宅家賃等滞納整理要綱

に基づき公平な対応で徴収に努めてい

る。 

 

対 象 部 局 建設部 下水道課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 備品台帳について、異動の状況が記載

されておらず、適正に記載するよう整備

されたい。 

〇 下水道施設について、施設の有効性を

最大限に発揮させるべく、加入促進や維

持管理経費の軽減等の取り組みを進め、

効率的な運営に努められたい。 

〇 ご指摘を受けた平成 23 年度からの備

品の異動に関して、備品台帳の整備を実

施。 

〇 普及促進対策として、新たに下水道管

を布設する地区の住民に対し、接続推進

活動を戸別訪問等にて実施。 

また下水道関連施設については、既に

包括的民営委託による維持管理業務の

効率化・コスト縮減を進めています。 

また予防保全的な管理を行うと伴に、

長寿命化計画・耐震化計画に基づく事業

運営を進めます。 

 

対 象 部 局 水道局 監理課 

意 見 等 措 置 内 容 

〇 水道料金について、現年分、滞納繰越

分の収入率は年々向上しており、これま

でも努力されているが、収入未済額は依

然として多額となっている。受益者負担

及び収入確保の見地から、今後とも徴収

業務包括委託業者と一層の連携強化に取

り組み、未収金の解消に努力されたい。 

〇 現在、郵送・電話・訪問催告の頻度を

上げて新規滞納者発生防止や常習者の

削減に取り組み現年度分の対応を行っ

ている。  

また、悪質滞納者に対しても「停水執

行」までのサイクル短縮や、分納誓約書

違約による即時停水の徹底実施などを

柱に過年度分滞納整理も行っている。更

に、先日より徴収業務包括委託業者が他

の事業体で経験した手法を取入れ、滞納



状況や滞納者の傾向等を分析し、滞納者

のランク分けを行っており、今後はより

効率的な滞納整理を実施する予定であ

る。 

先進事業体視察の状況でも、収納率

98％前後での率向上は、どの事業体もな

かなか困難であるとの見解ではあった

が、毎朝のミーティング、日報・月報チ

ェックなど、委託業者とこれまで以上に

連携を密にして、より一層毅然とした態

度で滞納整理強化を行いたい。 

 

 

 

 

 


